
AIS: Children's Intelligence Program 2011

「子ども英会話と「子ども英会話と EnrichmentEnrichment 教室」教室」 新年度講座

(Melody 先生と生徒達)

AIS (Aichi International School) では School 業務と並行して、子ども達の知識と世界を広げる保護者への

子育て提案として Children's Intelligence Program (子ども英会話と Enrichment 教室) を行っています。

新年度（2011年度）の申し込み受付期間は下記の通りです。すべての講座は年間＝３３回程の受講となりますが、

詳細は初回受講日までにお渡しする「受講カレンダー」をご覧ください。

なお、受講料支払いは「３ヶ月分づつ」の完全前納制度、年間教材費は一括支払いです。また、新入会者は入会

金（10,500円）が必要です。受講希望者は裏面の会則を承認の上、別紙「受講申込書」に記入して、平日の午後３

時～午後７時までに AIS 「職員室」まで提出してください。

申し込み(連絡)先＝愛知インターナショナルスクール、名古屋市名東区にじが丘３－４、 電話＝052-788-2255、 FAX＝052-788-2213

【 英会話教室一覧表 】 (「空き定員」は2011年2月14日現在です)

講座 Pre-Elementary Elementary (Beginner) Elementary (Intermediate) Advanced AIS Progress Class

種類 ２ １ １ ２ ３ １ ２ ３ A Koalas Kangaroos Crocs

曜日 木 火 水 水 月 火 木 木 火 月 月 水

17:00 17:00 17:00 18:00 19:00 18:00 18:00 19:00 19:00 17:00 18:00 19:00

時間

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

17:50 17:50 17:50 18:50 19:50 18:50 18:50 19:50 19:50 17:50 18:50 19:50

標準対象 ３～４ ４～５ 小１～２ 小３～４ 小５～６ 小１～２ 小３～４ 小５～６ 中1～３ 小１～２ 小３～４ 小５～６

受 月額 6,000 6,200 6,400 6,600 6,800 7,000 7,200 7,400 7,800 8,000 8,200 8,400
講
料 年額 66,000 68,200 70,400 72,600 74,800 77,000 79,200 81,400 85,800 88,000 90,200 92,400

教材費 詳細は後日お知らせします

先生 Carroll Melody Marie

募集定員 １０ １０ １０ １０ １０ １０ １０ １０ １０ １０ １０ １０

空き定員 １０ １０ １０ １０ １０ １０ １０ １０ １０ １０ １０ １０

（注）「教材費」は年額（一括払い）です。表示価格はすべて「税込み」表示です。全ての講座は「８月＝夏休み休講」です。

■ 受付期間 ■

1.2011年3月4日まで = 2月7日時

点で2010年度講座を受講中児童

の継続申し込み「優先受付期

間」。ただし、同一曜日の継続申

し込みを最優先とし、曜日変更

者は定員枠まで「抽選」採用とし

ます。

2.2011年3月7日以後 = 新規の受

講申し込み受付期間。

3.いずれの講座も定員になり次第

締め切ります。

【 注 意 】

1.受講申し込みは、原則として2012年

3月までの｢年間受講」に限ります。

4月以後の年度途中から受講開始の

場合も同様です。

2.なお､年度途中での「受講中止」

「お休み」（受講一時停止）は所定

の用紙にてのみ受付けます。ただし、

受講料「半額」負担となります。

3.受講料の支払いは､受講開始の時に

「3ヶ月分の受講料｣ を、以下3ヶ月

毎に「3ヶ月分づつ」のお支払いで

す。（最大､年4回払いとなります）

4.なお、年度途中で受講中止の場合、

上記支払い済み受講料で､受講中止

分の月額料金は返金いたします。

（詳細は「会則」をお読みください）

【 Enrichment Class 一覧表 】 (「空き定員」は2011年3月1日現在です)

講座 絵画 ﾄﾑｿｰﾔ ﾏｰｸT ｻｯｶｰ 日本舞踊 日本語 フランス語 中国語 ESL Violin

種類 ﾋﾟｶｿC ﾄﾑC ﾊｯｸC ｱｳﾄﾄﾞｱ １ ２ フミカクラブ ｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾍﾟﾃｨﾄｩlｸﾗﾌﾞ ﾆｲﾊｵｸﾗﾌﾞ プライベート ｸﾞﾙｰﾌﾟ/ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ

曜日 火 木 金 年4回 月 月 水 火 金 火 金 月～木 火 と 水

16:10 16:10 16:10 週末 16:00 16:30 15:20 16:15 15:20 16:15 15:20 15:00 16:00 16:00 16:00 15:30～ 15:30～ 各種あります

時間

～ ～ ～

日帰り

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

1時間 30分 別紙

17:40 17:10 17:10 ｱｳﾄﾄﾞｱ 16:30 17:15 16:05 17:00 16:05 17:00 16:05 16:00 17:00 17:00 17:00 応相談 応相談 をご覧下さい

標準対象 4～小4 Inter Be 小4以上 4歳～ 初等部 Be3歳～ Be初等 In3歳～ In初等 3歳～ 4歳～ 初等部 Be3歳～ In3歳～ 5歳～ ３歳以上

受 一回 3,885 3,150 8,400 2,625 2,940 2,940 2,940 3,150 3,150 7,350 3,150 各種
講
料 月額 11,655 9,450 年4回 7,875 8,820 8,820 8,820 9,450 9,450 必要回数 各種

教材費 実費 31,500 なし 実費 21,000 10,500 21,000 10,500 なし 10,500

先生 ｿｰﾙ 後藤伸二 ﾘｰﾄﾞ･ﾏｰｸ 長田美保 日沖寿里 ｼﾞｭﾘｱﾝ･ﾑﾅﾝ 孫 洋 ﾒﾛﾃﾞｨ/ﾛｰﾘｴ 渡辺知絵/富岡怜子

募集定員 １０ ７ ７ ２０ 3名以上 3名以上 ３ ３ ３ ３ ５ ７ ７ ７ ７ 各２ ６ 別紙

空き定員 １０ ７ ７ ２０ 3名以上 3名以上 ３ ３ ３ ３ ５ ７ ７ ７ ７ 各２ ６ 別紙

（注）Be=Beginner(初めての受講者)、In=intermediate(中級者)、「ﾄﾑｿｰﾔ」ｸﾗｽ初めての方は「ﾊｯｸｸﾗｽ」となります。「ESL」の方は曜日･時間帯共にご相談ください。「ﾄﾑｿｰﾔ」「Violin」の方は別紙をご覧ください。



【 Enrichment 教室の様子 】

◆「トムソーヤ」の活躍を伝える新聞◆ ◆ピカソクラブ◆

【 AISのご案内 】

●

〒: 465-0078 名古屋市名東区にじが丘3-4

Aichi International School 「 Children's Intelligence Program 」

会 則

第１条（会員、受講児童）

1 Children's Intelligence Program （以下、「当

Program｣という)はAichi International School

が通常のSchool業務と平行して行う会員制の

児童English Programです。

2 本会則を承認のうえ、入会を申し込まれた方

で、当Programが入会を承認した方を「会員」

とします。

3 当Programにて、受講するお子さまを「受講児

童」といいます。

4 入会手続きは、受講児童１名毎に必要とし、会

員は受講児童の保護者に限ります。

5 会員と当Programとの契約関係は、当Program

が入会を承認し、会員が入会金を納入したと

きに成立します。

第２条（講座）

当Programは、会員ならびに受講児童にさまざ

まな講座を提供します。

第３条（遵守事項）

当Programは、会員に対し、誠実に前条の講座

業務を行うことを約します。

第４条（入会金）

1 会員は、当Programに対し、別に定める入会金

を入会申込時に支払うものとします。

2 ただし、受講申し込み時点でAichi Internation

al Schoolの通学児童は入会金の支払いを免除

します。

3 なお、支払い済みの入会金は、その理由の如

何を問わず返却いたしません。

4 同一受講児童であっても、第14条の会員資格

終了の後、その後ふたたび受講することになっ

た時は、会員は入会金の支払いを含む、再入

会の手続きが必要です。

第５条（講座の内容）

1 当Programの、受講児童にたいする講座の内容

は原則的に当Program（担任講師）の方針に委

ねられます。

2 ただし、会員は当Programに、必要に応じて講

座の内容についての具体的説明を求めること

ができます。

第６条（受講の方法）

1 受講児童は、受講開始時間に遅刻することな

く当Programに来校してください。

2 受講児童は、受講中は担任講師の先生の指示

に従い、他の受講児童の迷惑とならないように

気をつけなければなりません。

3 受講児童は、講座終了時間後、すみやかに当P

rogram施設から帰宅してください。

4 受講児童の見送りや出迎えの保護者は、当Sch

oolの他の業務や周辺の交通事情に支障がない

よう協力しなければなりません。

5 また、その他、必要に応じての職員の指示に従

っていただきます。

第７条（受講料、教材費）

1 会員は、当Programに対し、おのおのの受講料

や教材費を支払うこととします。支払いの方

法は、原則として金融機関の「自動引き落とし

制度」を採用しています。

2 受講料や教材費の支払いは完全前納制とし、

原則として、受講開始から３ヶ月毎の支払いと

します。

第８条（年度途中の受講開始）

年度途中の受講開始の場合も､受講料や教材

費の支払いは完全前納制とし､原則として受講

開始から３ヶ月毎の支払いとします。１日でも

受講すればその月分の支払いが発生します。

第９条（年度途中の受講中止）

1 年度途中に、受講を中止したい場合は、受講

中止１ヶ月前までに所定の文書によって通知が

あれば、月割り計算で受講が済んでいない月

の分の受講料金と月別教材費の総額を、「銀

行振込」（手数料は会員負担）にて払い戻しを

します。ただし、１日でも受講すれば、その月

の分は返金できません。

2 なお、支払い済みの入会金･教材費はいかなる

理由でも返金できません。

第10条（年度途中の一時中止、再開）

1 年度途中に、定員席を確保しておき、受講を

確実に再開したい趣旨による「受講一時中

止」を希望する場合も、受講中止１ヶ月前まで

に所定の用紙で申請することができます。

2 ただし、受講一時中止期間中の、該当月分の

受講料金の「半額」を徴収することとし、残り

の半額および月別教材費は「繰り越し」または

「返金」出来ることとします。

3 また、受講一時中止の対象期間は年度内に最

大でも２ヶ月までとします。ただし、１日でも受

講対象日があれば、その月は中止月とするこ

とはできません。

4 なお、「繰り越し」された総額は、新年度受講

段階で新年度受講料金の一部に充当される

か、新年度受講がない場合は3月31日以後、

「銀行振込」（手数料は会員負担）にて返金さ

れるものとします。

第11条（機密遵守）

当Programは、会員や受講児童のプライバシー

に関しては他に漏洩しないことを誓約します。

第12条（受講日の振替）

受講年度に同一の講座が複数ある場合でも、

定員と設備の事情ならびに各講座の進行の不

揃い等により、原則として、受講の曜日は一年

間一定の曜日とし、臨時に受講日の振替はで

きないものとします。

第13条（新年度の受講受付と受講継続）

1 毎年、新年度の講座受講を募集する際に、前

年度講座受講中の児童を対象に、新年度継続

採用する「優先募集期間」を設けます。ただし

この期間内に、所定の書面でお申し込みがな

かった場合、以後、継続採用できない事があり

ますのでご注意ください。

2 前記の場合でも、同一曜日への継続受講申し

込み者を最優先とします。

3 なお、ある講座で、曜日変更を伴う継続申し

込み者が定員以上になった場合、原則として

「抽選」によって採用者を決定します。

第14条（会員資格の終了）

1 会員の資格は、所定の「受講中止届」が提出

され、児童が講座を受講しなくなった日に終了

となります。

2 毎年、3月31日時点までに、新年度の講座の受

講申し込みをしなかった時は、3月31日付けで

会員資格の自然終了とします。

3 年度途中の受講一時中止期間中は、会員資格

が継続しているものとしますが、受講料金の

「半額」徴収が所定の期間内になかった時は

会員資格の終了とします。

4 また、当Programからの郵送物が返送されるな

ど、会員の現住所が不明となり、連絡不能とな

った日に会員資格は自動終了されます。

5 会員が、受講児童の受講料につき、支払い期

限を１ヶ月以上滞納をした場合は、会員資格を

終了した上、受講児童の受講を停止すること

があります。

6 その他、当Programは、会員がこの会則のいず

れかの条項または「運営要項」などに違反した

時は、会員資格を終了させ、受講児童の受講

を停止させることができるものとします。この

場合、月割り計算で受講が済んでいない分の

受講料金と月別教材費の払い戻しをします

が、入会金と受講済みの受講料ならびに年間

教材費は返金しないものとします。

第15条（届出事項の変更）

1 会員が当Programに届出た氏名、住所、電話番

号、勤務先、緊急連絡先、お支払い口座等に

変更が生じた場合は、遅滞なく当Program宛に

所定の届出用紙により手続きしていただきま

す。

2 ただし、当Programが適当と認めた場合には、

当Programへの電話での連絡などにより届出る

こともできます。

第16条（債務の継続）

会員は、会員資格が終了した時でも、すでに発

生している債務のすべてを当Programに支払わ

なくてはならないものとします。

第17条（合意管轄裁判所）

本会則に基づく会員と当Programとの諸取引に

関して訴訟の必要が生じた場合、名古屋地方

裁判所を管轄裁判所とします。

第18条（会則の変更・承認）

1 本会則の変更は、当Programから変更内容を通

知または新会則を会員に送付した後に有効と

します。

2 また、上記通知後、受講児童が講座の受講を１

回でもしたときは、会員は、変更事項または新

会則を承認したものとみなします。

第19条（規定外条項）

この会則に定めのない事項が発生したとき、ま

たはこの会則各条項の解釈について疑義が生

じたときは、会員の代表と当Programが協議し

て定めることとします。

第20条（付則）

この会則は平成21年4月1日から有効です。

申し込み(連絡)先＝愛知インターナショナルスクール、名古屋市名東区にじが丘３－４、 電話＝052-788-2255、 FAX＝052-788-2213


